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○麻績村高等学校等通学支援補助金交付要綱 

令和４年11月30日告示第48号 

麻績村高等学校等通学支援補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、麻績村高等学校等通学支援補助金（以下「補助金」という。）

を交付することにより子育て世帯に対し継続した支援を行い、保護者の経済的負担

の軽減を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 高等学校等 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定された高等学

校及び高等専門学校、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程をいう。 

(２) 定期券 東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）が発行する１箇月、３箇月

又は６箇月の鉄道通学用定期乗車券で、生徒及び生徒が通学する高等学校等に最

も近い駅までの区間において利用した場合のもので、聖高原駅で購入したものを

いう。なお、Ｓｕｉｃａ定期券の場合は、聖高原駅の購入に限定はしないものと

する。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の補助対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、麻績村の住

民基本台帳に登録がある生徒を持つ保護者で村長が認めた者とする。 

（補助対象期間） 

第４条 補助対象とする期間は、高等学校等に在籍する期間とする。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助要領については、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) ６箇月の定期券相当額に２分の１を乗じて得た額とする。 

(２) 補助金額は年額50,000円を上限とする。 

(３) 補助金額は1,000円未満を切捨てとする。 

（補助金交付申請） 

第６条 補助金を申請する者は、次に定める書類を村長に提出しなければならない。 

(１) 麻績村高等学校等通学支援補助金申請書兼請求書（様式第１号） 

(２) 生徒手帳の写し又は在学証明書等の在学を証明できる書類 

(３) 定期券の写し若しくは購入したことを証明できる書類 

２ 補助金の申請時期は、４月分から９月分までを10月末までに、10月分から３月分

までを３月末までに申請するものとする。ただし、村長が特別の事情があると認め

るときは、この限りではない。 

（交付決定及び支給） 

第７条 交付申請の内容を精査し、適正と認めたときは補助金を交付する。 
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２ 補助金の交付方法は、前条で申請のあった指定口座へ振り込む方法によるものと

する。 

（補助金の返還） 

第８条 村長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は虚偽その他不正な行為

により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、交付の決定を取り消すととも

に、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和４年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 施行日前である令和４年４月１日から令和４年９月30日までの間における通

学定期購入費用については、補助対象経費と認め、交付申請できるものとする。 

第３条 第２条第１項第２号の規定の適用については、令和４年度のみ、「利用した

場合のもので、聖高原駅で購入したものをいう。」とあるのは、「利用した場合の

ものをいう。」と読み替えるものとする。 
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様式第１号（第６条関係） 

 


